
2
0
1
7
（
平
成
29)
年
2
月
に
政

府
提
案
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化

の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一

部
を

改
正
す
る
法
律」
（
平
成
29
年
法
律
第

52
号）

は、

同
年
5
月
26
日、

国
会

で
可
決
成
立
し、

6
月
2
日
に
公
布

さ
れ
た
。

介
護
保
険
法
が
2
0
0
0
年
4
月

に
施
行
さ
れ
て
以
来、

主
要
な
法
改

正
と
し
て
は、

今
回
が
5
回
目
の
改

正
に
な
る
。

法
改
正
が
行
わ
れ
た
年

次
を
名
称
に
す
る
と、

2
0
0
5
年

改
正、

2
0
0
8
年
改
正、

2
0
1

1
年
改
正、

2
0
1
4
年
改
正
に
続

く、

2
0
1
7
年
改
正
と
な
る。

本
年(
2
0
1
7
年）
は
制
度
実
施

以
来
18
年
目
と
な
る
が、

こ
の
間
に

5
回
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
た
。

5

は
じ
め
に

2
0
1
7
年
改
正
は、

厚
生
労
働

省
の
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部

会
で
検
討
を
始
め
る
前
に、

改
正
の

一
、
2
0
1
7
年
改
正

の
政
策
過
程

回
の
改
正
の
な
か
で、

2
0
0
8
年

改
正
は、

い
わ
ゆ
る
コ
ム
ス
ン
事
件

を
受
け
た、

介
護
事
業
者
の
不
正
事

案
の
発
生
防
止
と
い
う
緊
急
的
な
措

置
の
色
彩
が
濃
く、

他
の
4
回
の
改

正
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。

し
た
が
っ
て、

制
度
全
般
を
取

り
上
げ
た
改
正
と
し
て
は、

2
0
1

1
年
改
正
か
ら
今
回
の
2
0
1
7
年

改
正
ま
で、

7
年
間
で
3
回
の
改
正

が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る。

本
稿
で
は、

2
0
1
7
年
改
正
に

つ
い
て
介
護
保
険
制
度
論
の
観
点
か

ら
批
評
を
行
う
と
と
も
に、

今
後
の

課
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

方
向
性
が
お
お
よ
そ
固
ま
っ
て
い
た

と
い
う
点
に、

政
策
過
程
の
特
徴
が

あ
る。沿

革
的
に
は、

2
0
1
3
（
平
成

25)
年
12
月
に
制
定
さ
れ
た
「
持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図

る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
（
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム

法）

に
お
い
て、

介
護
保
険
制
度
改

正
と
し
て、

負
担
能
力
に
応
じ
た
公

平
な
負
担
や
給
付
の
適
正
化、

介
護

納
付
金
に
お
け
る
総
報
酬
割
の
導
入

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
起
点

で
あ
っ
た
。

同
法
第
8
条
に
掲
げ
ら

れ
た
具
体
的
な
改
正
事
項
に
つ
い
て

は、

2
0
1
4
年
改
正
で
お
お
む
ね

対
応
さ
れ
た。

こ
の
時
点
で
次
の
課

題
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が、

総
報
酬

割
の
導
入
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に、
2
0
1
5
年
12
月
24
日、

経
済
財
政
諮
問
会
議
で
決
定
さ
れ
た

経
済
•

財
政
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ

ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て、

保
険
者
機
能

の
強
化、

介
護
納
付
金
の
総
報
酬
割

の
導
入、

利
用
者
負
担
の
見
直
し、

軽
度
者
に
対
す
る
生
活
援
助
サ
ー
ビ

ス
と
福
祉
用
具
貸
与
の
給
付
の
見
直

し
等
に
つ
い
て、

2
0
1
6
年
度
末

ま
で
に
結
論
を
得
る
こ
と、

法
改
正

を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は、

平
成

29
年
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
す
る

こ
と
と
さ
れ
た。

ま
た、

介
護
療
養

型
医
療
施
設
に
代
わ
る
介
護
医
療
院

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は、

別
の
検
討

会
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た。

財
政
面
で
は、

政
府
は、

2
0
1

6
S
2
0
1
8
年
度
を
「
財
政
健
全

化
の
集
中
改
革
期
間」
に
位
置
づ
け、

社
会
保
障
関
係
費
の
伸
び
を、

高
齢

化
に
よ
る
増
加
分
に
相
当
す
る
伸
び

(
1
.
5
兆
円
程
度）
に
抑
制
す
る
こ

と
を
目
安
に
し
て
お
り、

平
成
28
年

度
予
算
か
ら、

社
会
保
障
関
係
費
の

伸
び
を
年
間
5
千
億
円
程
度
に
す
る
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と
し
て
い
た
。

平
成
29
年
度
予
算
に

お
い
て
も、

厚
生
労
働
省
は、

社
会

保
障
関
係
費
を
5
千
億
円
程
度
の
伸

び
に
抑
制
す
る
た
め
に、

概
算
要
求

時
か
ら
1
4
0
0
億
円
の
削
減
が
必

要
で
あ
り、

こ
れ
を
医
療
・

介
護
関

係
の
制
度
改
正
か
ら
捻
出
す
る
こ
と

と
し
た
。

こ
の
よ
う
に、

介
護
保
険
部
会
に

お
け
る
検
討
開
始
の
前
に、

か
な
り

の
部
分
で
制
度
改
正
の
方
向
性
が
設

定
さ
れ
て
お
り、

そ
れ
ら
を
前
提
に

し
た
う
え
で
の
議
論
と
な
っ
た
。

経

済
•

財
政
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ

グ
ラ
ム
の
指
摘
事
項
等
を
テ
ー
マ
に

し
て
議
論
が
行
わ
れ、

結
果
的
に
こ

れ
ら
指
摘
事
項
等
の
追
認
と
な
っ

こ
°
t

介
護
保
険
部
会
に
お
い
て、

わ
ず

か
に
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
た
の
が、

軽
度
者
（
要
介
護
1
.
2
の
者）
に
対

す
る
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し

で
あ
っ
た。

す
な
わ
ち、

軽
度
者
に

対
す
る
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
保
険

給
付
か
ら
地
域
支
援
事
業
に
移
行
す

る
こ
と
に
つ
い
て、

2
0
1
7
年
度

中
に
全
市
町
村
で
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
要
支
援
者
に
対
す
る
訪
問
介

護
と
通
所
介
護．
の
総
合
事
業
へ
の
移

行
の
状
況
の
把
握
・

検
証
を
行
っ
た

う
え
で
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
当
と

し、

今
回
の
改
正
で
は
見
送
る
こ
と

と
さ
れ
た。

軽
度
者
に
対
す
る
生
活

援
助
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
事
業
へ
の
移

行
に
つ
い
て
は、

鏑
者
も、
「
社
会

保
障
読
本
2
0
1
6
年
版』

の
本
欄

に
お
い
て
疑
問
符
を
つ
け
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
り、
妥
当
な
結
論
で
あ
る。

し
か
し、

昨
年
12
月
21
日
の
経
済

財
政
諮
問
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
経

済
•

財
政
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ

グ
ラ
ム
2
0
1
6
」

で
は、

2
0
1

9
（
平
成
31)
年
度
ま
で
に
「
軽
度
者

に
対
す
る
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
や
そ

の
他
の
給
付
の
地
域
支
援
事
業
へ
の

移
行
に
つ
い
て、

介
護
予
防
訪
問
介

護
等
の
移
行
状
況
等
を
踏
ま
え
つ

つ
、

引
き
続
き
関
係
審
議
会
等
に
お

い
て、

検
討
し、

そ
の
結
果
に
基
づ

き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」

と
の
文

言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る。

こ
れ
に

つ
い
て
は、

2
0
1
4
年
改
正
に
お

い
て
原
則
と
し
て
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
ヘ
の
入
所
対
象
外
と
さ
れ
た

要
介
護
1
.
2
の
高
齢
者
が、

居
宅

で
安
心
し
て
生
活
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
は
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
は
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て、

そ
の

利
用
を
制
限
し
た
り、

サ
ー
ビ
ス
の

質
を
低
下
さ
せ
た
り
す
る
対
応
は
と

2
0
1
7
年
改
正
は、

介
護
保
険

制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
と
と

も
に、

介
護
保
険
の
保
険
者
で
あ
る

市
町
村
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
な

ど
を
通
じ
て、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
ね
ら
い

と
さ
れ
て
い
る。

具
体
的
な
改
正
内
容
は、

①
自
立

支
援
•

重
度
化
防
止
に
向
け
た
保
険

者
機
能
の
強
化
等
の
取
組
の
推
進、

②
医
療
・

介
護
の
連
携
の
推
進
等、

③
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た

取
組
の
推
進
等、

④
2
割
負
担
者
の

う
ち
特
に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割

合
を
3
割
と
す
る、

⑤
介
護
納
付
金

へ
の
総
報
酬
割
の
導
入、

で
あ
る。

①
か
ら
③
が、

地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
深
化
・

推
進
の
た
め
の
施

策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る。

こ
の
う
ち、

①
に
つ
い
て
は、

全

市
町
村
が
保
険
者
機
能
を
発
揮
し

て、

自
立
支
援
•

重
度
化
防
止
に
取

り
組
む
よ
う、

デ
ー
タ
に
基
づ
く
課

題
分
析
と、

取
組
内
容
・

目
標
を
市

二、

2
0
1
7
年
改
正

の
評
価

る
べ

き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
た

、
。

Lv

町
村
の
介
護
保
険
事
業
計
画
等
に
記

載
し、

実
施
状
況
に
つ
い
て
適
切
な

指
標
に
よ
る
実
績
評
価
を
し
て、

結

果
を
公
表
す
る。

こ
の
取
組
の
推
進

の
た
め
に、

国
は、

地
方
自
治
体
に

対
し
て
財
政
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
付
与
す
る。

こ
う
し
た
保
険
者
に

お
け
る
一

連
の
P
D
C
A
(
pl
a
n-
d
o,

c
h
e
c
k,
a
ct

c
y
cl
e)

の
前
公
組
を
通
じ

て、

要
介
護
認
定
率
の
低
下
や
保
険

料
の
上
昇
の
抑
制
が
図
ら
れ
る
こ
と

を
ね
ら
い
と
す
る。

こ
の
施
策
の
評
価
に
つ
い
て
は、

「
適
切
な
指
標」

や
「
財
政
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
」

の
具
体
的
内
容
が
設

定
さ
れ、

実
際
の
運
用
状
況
を
見
た

う
え
で
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る

が、

少
な
く
と
も
都
道
府
県
に
よ
る

市
町
村
支
援
を
制
度
化
し
た
こ
と
は

意
義
深
い
。

大
分
県
の
事
例
に
み
ら

れ
る
よ
う
に、

市
町
村
内
の
地
域
ケ

ア
会
議
へ
の
リ
ハ
ビ
リ
職
の
参
加
な

ど、

広
域
的
か
つ
専
門
的
な
観
点
か

ら、

都
道
府
県
が
市
町
村
支
援
に
果

た
す
役
割
は
大
き
い
。

な
お、
「
自
立
支
援
」

の
概
念
で

あ
る
が、

要
支
援
者
・

要
介
護
者
が

要
介
護
認
定
か
ら
外
れ
る
こ
と
を

「
自
立
」

と
と
ら
え
る
向
き
が
あ
る

が、
本
来
の
「
自
立
支
援」

と
は、
「
介
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護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
て
も、

介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
自
分

の
持
て
る
力
（
残
存
能
力）
を
活
用
し

て、

自
分
の
意
志
で
主
体
的
に
生
活

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
」
（
拙
著

『
逐
条
解
説
介
護
保
険
法』
（
法
研）
第

1
条
の
解
説
参
照）

で
あ
る。

要
支

援
者
等
が
認
定
か
ら
外
れ
る
こ
と
の

み
を
目
標
に
す
る
よ
う
な
「
自
立
支

援」

は
問
題
で
あ
る。

自
立
支
援
・

重
度
化
防
止
に
向
け
た
取
組
の
推
進

と
言
っ
て
も、

高
齢
者
の
心
身
の
状

態
に
適
合
し
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
前
提
に
す
べ

き
で
あ
り、

利
用
者
の
要
望
を
無
視
し
た
一

律
的

な
サ
ー
ビ
ス
利
用
制
約
と
な
る
の
で

あ
れ
ば、

介
護
保
険
の
理
念
に
反
す

る
。

③
に
つ
い
て
は、

介
護
保
険
法
だ

け
で
は
な
く、

社
会
福
祉
法
や
障
害

者
総
合
支
援
法
等
の
改
正
が
行
わ

れ、

地
域
福
祉
の
新
た
な
方
向
性
を

指
し
示
す
も
の
で
あ
る。

近
年、

厚

生
労
働
省
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら

れ
て
き
た
「
我
が
事
・

丸
ご
と
」

の

地
域
づ
く
り
の
た
め
に、

地
域
包
括

支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
第
一

歩
と

し
て
評
価
で
き
る。

新
た
な
サ
ー
ビ

ス
形
態
と
し
て、

高
齢
者
と
障
害
児

者
が
同
一

の
事
業
所
で
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
や
す
く
な
る
よ
う
に
す
る
た
め

に、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と

介
護
保
険
の
指
定
事
業
所
の
双
方
の

適
用
を
受
け
る
「
共
生
型
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所」

が
創
設
さ
れ
る。

こ

の
こ
と
に
よ
り、

介
護
保
険
制
度
の

な
か
で
は
過
当
競
争
や
利
用
者
の
減

少
等
に
よ
り
手
詰
ま
り
感
も
み
ら
れ

る、

訪
問
介
護
事
業
所
や
通
所
介
護

事
業
所
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
す

の
か、

興
味
深
い
。

④
と
⑤
は、

介
護
保
険
制
度
の
持

続
可
能
性
の
確
保
の
た
め
の
施
策
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が、

い

ろ
い
ろ
と
課
題
が
多
い
の
で、

次
の

項
で
検
討
す
る。

三、

制
度
の
持
続
可
能

性
の
確
保
を
め
ぐ
る

課
題

④
の
利
用
者
3
割
負
担
の
導
入

-'

,

は、
「
世
代
間
•

世
代
内
の
公
平
性

を
確
保
し
つ
つ
、

制
度
の
持
続
可
能

性
を
高
め
る
」

た
め
に
行
わ
れ
た
。

し
か
し、

対
象
者
は
利
用
者
全
体
の

約
3
%
（
約
12
万
人）
、

介
護
費
用
と

し
て
は
通
年
で
1
0
0
億
円
程
度
の

抑
制
効
果
だ
と
い
う。

こ
れ
が、

10

兆
円
を
超
え
る
介
護
保
険
制
度
の
持

続
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
か
ど
う
か、

疑
問
で
あ
る
。

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て、

所
得

が
高
い
層
は、
一

般
よ
り
も
高
い
保

険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
制
度

の
安
定
化
に
寄
与
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず、

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
に

も
重
い
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

い
わ
ば
「
二
重
の
負
担
」

で

あ
る。

政
府
は、

利
用
料
の
負
担
増

に
対
し
て
は、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
に
よ
る
頭
打
ち
が
あ
る
と
い

う

が、

そ
う
だ
と
す
れ
ば、

3
割
負
担

導
入
に
よ
る
財
政
効
果
は、

ほ
と
ん

ど
期
待
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る。

医
療
保
険
に
お
い
て
3
割
負
担
を
導

入
し
て
い
る
の
で、

介
護
保
険
で
も

導
入
し
た
と
い
う
「
シ
ン
ボ
ル
的
改

正
」

の
レ
ベ
ル
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

、。＞
制
度
創
設
時
に
は、

利
用
者
負
担

は
応
益
負
担
と
し、

1
割
負
担
と
さ

れ
た。

と
こ
ろ
が、

2
0
1
4
年
改

正
で
2
割
負
担
が
導
入
さ
れ、

今
回

の
改
正
で
3
割
負
担
と
な
っ
た
。

な

し
崩
し
的
に、

応
益
負
担
か
ら
応
能

負
担
に
変
化
し
た。

現
在
で
は、

2

割
負
担
の
者
は
利
用
者
全
体
の
1
割

に
満
た
な
い
が、

2
割
負
担、

3
割

負
担
と
も
そ
の
基
準
は
政
令
で
定
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に、

国

会
の
審
議
を
経
ず
に、

対
象
者
を
拡

大
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

国
会
審
議
で
も、

将
来
的
な
利
用
者

負
担
の
拡
大
へ
の
懸
念
の

声
が
あ

が
っ
た
。

築
者
の
意
見
と
し
て
は、

介
護
保
険
に
お
け
る
応
益
負
担
の
基

本
は
堅
持
す
べ
き
で
あ
り、

2
割
・

3
割
負
担
に
つ
い
て
は、

例
外
的
な

措
置
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る。

⑤
の
総
報
酬
割
の
導
入
も、

制
度

の
持
続
可
能
性
の
確
保
に
貢
献
す
る

の
か
ど
う
か、

疑
問
が
あ
る
。

第
2

号
被
保
険
者
の
介
護
納
付
金
に
対
し

て
総
報
酬
割
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

り、

報
酬
水
準
が
高
い
健
保
組
合
や

共
済
組
合
の
被
保
険
者
の
保
険
料
負

担
が
増
加
し、

報
酬
水
準
が
低
い
協

会
け
ん
ぽ
の
被
保
険
者
の
保
険
料
負

担
が
軽
減
す
る、

結
果
的
に、

協
会

け
ん
ぽ
へ
の
国
庫
補
助
額
が
減
少
す

る
。

財
政
効
果
と
し
て
は、

2
0
1

7
年
度
に
お
い
て
国
庫
負
担
が
4
4

0
億
円
減
少
す
る。

仮
に、

こ
の
国

庫
負
担
減
少
分
を
介
護
保
険
制
度
財

政
の
充
実
の
た
め
に
利
用
す
る
の
で

あ
れ
ば、

制
度
の
持
続
可
能
性
の
確

保
の
た
め
の
対
策
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う。

し
か
し、
こ
の
4
4
0
億
円
減
は、
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平
成
29
年
度
予
算
の
な
か
で、

社
会

保
障
関
係
予
算
の
伸
び
を
抑
制
す
る

た
め
の
1
4
0
0
億
円
減
の
内
訳
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り、

介
護

保
険
財
政
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

社
会
保
障
関
係
費
の

抑
制
手
段
の
一

っ
と
し
て
使
わ
れ
た

こ
と
に
な
る。

ま
た、

総
報
酬
割
の

導
入
は、

第
2
号
被
保
険
者
に
か
か

る
被
用
者
保
険
間
の
負
担
の
見
直

し、

負
担
の
公
平
化
で
あ
っ
て、

介

護
保
険
財
政
の
増
大
化
を
抑
制
す
る

手
法
で
は
な
い
。

•

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に、

2
0

1
7
年
改
正
に
盛
り
込
ま
れ
た
二
つ

の
事
項
は、

制
度
の
持
続
可
能
性
の

確
保
策
と
し
て
は、

効
果
的
と
は
言

い
難
い
。

四、

根
本
的
な
見
直
し
を

制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保
は、

2
0
0
5
年
改
正
の
と
き
か
ら
主
要

課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き
た。

2

0
0
5
年
改
正
に
お
け
る
介
護
保
険

施
設
等
で
の
食
費
・

居
住
費
の
自
己

負
担
化
は、

財
政
効
果
が
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た。

し
か
し、

そ
れ
以
外

の
施
策、

た
と
え
ば
介
護
予
防
の
推

進、

資
産
勘
案
に
よ
る
補
足
給
付
の

見
直
し、

要
支
援
者
に
対
す
る
訪
問

介
護
・

通
所
介
護
の
総
合
事
業
へ
の

移
行
等
の
施
策
は、

ど
の
程
度
の
財

政
効
果
が
生
じ
て
い
る
の
か
不
明
で

あ
る
。

制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保

よ
り
も、

介
護
保
険
の
被
保
険
者
に

対
し
て、

制
度
を
複
雑
化
さ
せ、

利

用
し
に
く
く
さ
せ
て
い
る
面
も
否
定

で
き
な
い
。

ま
た、

冒
頭
で
述
べ
た
通
り、

こ

こ
7
年
間
で
3
回
の
制
度
改
正
は、

市
町
村
保
険
者
の
事
務
負
担
を
大
幅

に
増
加
さ
せ
て
い
る。

例
を
挙
げ
る

と、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

に
向
け
て
の
介
護
保
険
事
業
計
画
の

作
成、

事
項
が
増
え
た
地
域
支
援
事

業
の
実
施、

総
合
事
業
実
施
の
た
め

の
準
備
と
実
施
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ、

利
用
者
負
担
の
見
直
し
等
に
よ

り
複
雑
化
す
る
被
保
険
者
管
理
な

ど、

山
積
状
態
で
あ
る。

今
や
市
町

村
保
険
者
は、

3
年
ご
と
に
改
正
法

の
施
行
に
追
わ
れ
る
状
態
と
な
っ
て

い
る。

そ
の
結
果、

総
合
事
業
の
よ

う
に、

サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
が
改
正

前
と
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
の

が
実
情
と
い
う
よ
う
に、

改
正
法
の

ね
ら
い
を
生
か
し
き
れ
な
い
状
態
と

な
っ
て
い
る。

ま
た、

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

と
っ
て
も、

複
雑
な
制
度
改
正
が
3

年
ご
と
の
介
護
報
酬
改
定
と
あ
い

ま
っ
て、

事
業
の
安
定
性
を
損
な
い

か
ね
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る。
一

例
を
挙
げ
れ
ば、

総
合
事
業
の
な
か

の
訪
問
介
護
や
通
所
介
護
に
つ
い

て、

市
町
村
保
険
者
独
自
の
報
酬
を

設
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が、

市

町
村
の
区
域
を
越
え
て
広
域
的
に
事

業
を
展
開
し
て
い
る
事
業
者
に
と
っ

て
は、

市
町
村
ご
と
に
事
業
申
請
様

式
や
請
求
報
酬
水
準
が
異
な
る
こ
と

は、

事
務
処
理
上
多
大
な
負
担
が
か

か
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
介
護
保
険
制
度
の
持
続

可
能
性
の
確
保
の
た
め
と
し
て、

利

用
者
負
担
の
引
上
げ
等
が
行
わ
れ
て

い
る
が、
介
護
保
険
財
政
を
み
る
と、

現
状
で
は
安
定
的
に
運
営
さ
れ
て
い

る。
「
平
成
27
年
度
介
護
保
険
事
業

状
況
報
告」

に
よ
れ
ば、

介
護
保
険

財
政
全
体
で
は
2
0
8
3
億
円
の
黒

字
と
な
っ
て
お
り、

介
護
給
付
費
準

備
基
金
の
保
有
額
は
3
8
8
0
億

円、

対
前
年
度
比
8
5
6
億
円
増
と

な
っ
て
い
る。

確
か
に、

将
来
的
に

は
介
護
保
険
財
政
が
ひ
っ
迫
す
る
か

も
し
れ
な
い
が、

少
な
く
と
も、

制

度
実
施
後
現
在
に
至
る
ま
で
は、

財

政
安
定
的
に
運
営
さ
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る。

こ
れ
ま
で
「
持

続
可
能
性
の
確
保
の
た
め
」

と
称
し

て
行
わ
れ
て
き
た
制
度
改
正
の
な
か

に
は、

必
然
性
に
乏
し
い

も
の
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。

筆
者
は、

制
度
の
持
続
可
能
性
の

確
保
の
た
め
に
は、

最
近
の
小
刻
み

な、

か
つ
、

複
雑
な
改
正
で
は
な
く、

抜
本
的
な
対
策
が
必
要
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る。

そ
う
し
た
対
策
の

な
か
で
最
有
力
な
も
の
が、

第
2
号

被
保
険
者
の
「
40
歳
以
上
規
定」

を

見
直
し、

年
齢
を
引
き
下
げ
て
被
保

険
者
の
範
囲
を
拡
大
し
て、
「
制
度

の
支
え
手」
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る。

ド
イ
ツ
や
緯
国
の
介
護
保
険
制
度
で

は、

被
保
険
者
の
範
囲
に
年
齢
区
分

を
持
ち
込
ま
ず、

負
担
能
力
が
あ
る

全
世
代
で
保
険
料
負
担
を
し
て
い
る

こ
と
を
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る。

ま
た、

介
護
職
員
の
確
保
対
策
や

介
護
者
支
援
策
な
ど、

こ
れ
ま
で
の

制
度
改
正
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た

事
項
こ
そ、

制
度
の
持
続
可
能
性
の

確
保
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ

り、

次
の
改
正
に
お
い
て
は、

被
保

険
者
の
範
囲
の
拡
大
に
加
え
て、

具

体
的
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。
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